
水害ハザードマップ作成の手引き（令和5年５月）55頁

「3.5 情報・学習編での記載事項」の
「〈標準〉」の内容は必ず提案すること。

本頁は、洪水・土砂災害ハザードマップの情報面の作成について、本仕様書「第17条（記載事項の提案）」を補足するものである。
情報面は、「岡山市洪水・土砂災害ハザードマップ（令和３年12月発行）」の内容を基本とし、次の内容を踏まえて作成するものとする。

第17条（８）ハザードマップ作成に関するレイアウト構成
本事業終了後に実施する印刷・折り込みを想定し、以下のレイアウト案のとおり各内容を配置するものとする。
（「表紙」を左上、「わが家の防災メモ」を左下に配置し、それ以外は内容の繋がりを踏まえて配置する。）

第17条（10）最新事例に基づく情報面の紙面構成
令和８年５月から発表される新たな防災気象情報に沿った内容に更新するものとする。
また、「水害ハザードマップ作成の手引き（令和５年５月、国土交通省）」55頁に記載の「3.5    情報学習編での記載事項」の「〈標準〉」の内容を必ず含めた提案

をするものとする。なお、使用するイラストは、使用する点数（数量）は現行版と同程度とすること。新たに作成が必要なものについては現行版を参考に新規で作
成するものとする。

レイアウト案（内容は「岡山市洪水・土砂災害ハザードマップ（令和元年度作成、現行版）」のため更新すること。）

別紙２



水害ハザードマップ作成の手引き（令和5年５月）55頁

「3.5 情報・学習編での記載事項」の
「〈標準〉」の内容は必ず提案すること。

本頁は、津波ハザードマップの情報面の作成について、本仕様書「第17条（記載事項の提案）」を補足するものである。
情報面は、「岡山市津波ハザードマップ（令和3年12月発行）」の内容を基本とし、次の内容を踏まえて作成するものとする。

第17条（８）ハザードマップ作成に関するレイアウト構成
本事業終了後に実施する印刷・折り込みを想定し、以下のレイアウト案のとおり各内容を配置するものとする。
（「表紙」を左上、「わが家の防災メモ」を左下に配置し、それ以外は内容の繋がりを踏まえて配置する。）

第17条（10）最新事例に基づく情報面の紙面構成
令和８年３月に岡山県が指定した津波災害警戒区域の解説を含めた内容に更新するものとする。
また、「水害ハザードマップ作成の手引き（令和５年５月、国土交通省）」55頁に記載の「3.5    情報学習編での記載事項」の「〈標準〉」の内容を必ず含めた提案

をするものとする。なお、使用するイラストは、使用する点数（数量）が現行版と同程度とすること。新たに作成が必要なものについては現行版を参考に新規で作
成するものとする。

レイアウト案（内容は「岡山市津波ハザードマップ（令和２年度作成、現行版）」のため更新すること。）


